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総合資源エネルギー調査会 

省エネルギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会 

再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

再生可能エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループ（第２回） 

 

日時 令和４年 10月 25日（火）10：01～12：14 

場所 オンライン開催 

 

１．開会 

 

〇能村新エネルギー課長 

 ただ今から、総合資源エネルギー調査会、省エネルギー・新エネルギー分科会、電力・ガ

ス事業分科会、再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会、再生可能

エネルギー長期電源化・地域共生ワーキンググループの第２回会合を開催いたします。 

 すみません、音声が乱れまして大変失礼いたしました。 

 本会合はオンラインでの開催とさせていただいてございます。何かトラブルやご不明な

点がございましたら、事前に事務局からご連絡させていただいておりますメールアドレス

や連絡先までお知らせいただければと思います。 

 それでは山内座長に事後の議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○山内座長 

 承知いたしました。それでは、本日ですけれども、本日は前回の議論を踏まえまして、事

務局よりまずは、本日の資料の確認をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○能村新エネルギー課長 

 事務局でございます。配布資料一覧にございますけれども、議事次第、委員等名簿、資料

１といたしまして、太陽光発電協会様の提出資料、また資料２といたしまして、日本風力発

電協会様からの提出資料、資料３といたしまして、日本地熱協会様からの提出資料、また資

料４といたしまして、全国小推力利用推進協議会様からの提出資料、資料５といたしまして、

日本有機資源協会様からの提出資料、また資料６といたしまして、那須塩原市さんからの提

出資料、また資料７といたしまして、山梨県さんからの提出資料ということになってござい

ます。すみません、少し、ごめんなさい。資料６が山梨県様、そして資料７が那須塩原市様

でございました。 

 また参考資料１といたしまして、ヒアリングの参考資料、事務局からの資料をご用意させ

ていただいてございます。事務局からは以上でございます。 

 

２．説明・自由討議 

 （１）再生可能エネルギーの長期電源化及び地域共生に向けたヒアリング 
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○山内座長 

 ありがとうございました。本日、これからご議論いただきますが、本日の議論については、

前回ご議論いただきました内容を踏まえまして、今、資料の紹介にありましたように、再エ

ネ事業者の皆さまと、それからオブザーバーとして参加していただいております山梨県、そ

れから那須塩原市の皆さまから本ワーキンググループの論点に関する実態をヒアリングす

るということでございます。 

 多くの団体の方にご発表いただくということでございますので、大変恐縮でございます

けれども、各団体の皆さまにおかれましては発表時間を５分以内、すみません、厳守でお願

いしたいというふうに思います。 

 それから、基本的に、本ワーキンググループでの討議事項を中心にご発表いただきたいと

いうふうに思います。よろしゅうございますかね。 

 それでは、まず最初に、太陽光発電協会様から発表をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○太陽光発電協会 増川部長 

 太陽光発電協会の増川と申します。本日はこのような機会をいただき、ありがとうござい

ます。早速始めたいと思います。 

 ２ページをお願いします。こちらは太陽光発電協会の使命、それから団体の概要を説明し

たものですけども、後ほど皆さんに読んでいただければと思いますので割愛いたします。 

 次のページをお願いします。太陽光発電は、地域との共生なくして主力電源になれないと

いうことでございますけれども、自立した主力電源になるためには、私どもは５つのチャレ

ンジがあると考えております。「地域との共生」、それから「長期安定稼働」は主力電源の土

台でありまして、太陽光発電にとっての再優先課題でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 「長期安定稼働の重要性」ということで「国と地域と将来世代のために」でございます。

稼働済み太陽光発電設備がＦＩＴ買取期間終了後においても長期間稼働を継続することが、

エネルギー自給率の向上や脱炭素化、そして電力コストの低減といった国民の便益を最大

化し、さらには使用済み太陽電池パネルの排出量の低減にもつながると考えております。 

 真ん中の絵でございますけれども、長期安定稼働のイメージを記載したものです。左側は

20 年稼働のＦＩＴ／ＦＩＰの買取期間でございますけれども、この後の卒ＦＩＴ／卒ＦＩ

Ｐの期間が非常に重要と考えております。この期間をちゃんと稼働させることで、長期安定

稼働が実現するわけですけれども、それによって便益を最大化するというふうに考えてお

ります。卒ＦＩＴ／卒ＦＩＰの電源に関しましては、太陽光の場合は、発電単価といいます

と、運転維持費だけでございますので、２～４円／ｋＷｈ程度ということで、これをうまく

地域で活用してもらいたい。その後はリプレース、大規模改修ということで、50 年先もず

っとその場所で発電を継続してもらうのが望ましいと考えております。 
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 左下は、これはスポット市場を解説したものですけれども、今月 20日の卸電力スポット

市場でございまして、オレンジが九州エリア、青が東電管内ですけど、昼間の時間帯、非常

に九州エリアなんか出力抑制されて、非常に０円近くなっているということもございます

ので、この電気をいかに地域で活用するかということが今後の地域共生にとっても重要な

ると考えております。 

 次のページをお願いいたします。長期安定稼働を実現するために不可欠な追加投資とイ

ンセンティブでございます。地域との共生・共創に基づく「長期安定稼働」を実現するため

には、適切な維持管理に加えまして、買取期間終了を迎える発電設備への追加投資・再投資

を促すことが肝要と考えております。 

 発電事業者にとっての追加投資を促す施策でございますけれども、事業者にとっては、電

力市場の統合とか付加価値創出によって収益の確保が不可欠であります。そのためにも、稼

働済み設備での破損パネルの張替とか、太陽電池パネルの追加設置、それから蓄電池の併設

等を後押しするような施策が望ましいと考えます。 

 それから２番目といたしまして、長期安定稼働に不可欠な環境を提供する事業者・自治体

への支援でございます。発電所を設置する土地や建物の所有者に対しては、固定資産税の減

免、それから促進区域を設置している自治体への支援等によりまして、長期安定稼働に不可

欠な環境の整備が重要と考えます。 

 ３番目といたしましては、長期安定稼働を志向する事業者への集約を後押しする施策で

ございますけれども、地域との共生に基づき、長期安定稼働を志す責任と自覚を持った事業

者への事業譲渡や集約化を後押しする施策がこれから重要となります。 

 次のページをご覧ください。こちらは太陽光発電協会の今までの取り組みでございます

けれども、企画立案から設備廃棄まで、ライフサイクルにおきまして法令遵守、地域との共

生、長期安定稼働を推進するために、いろいろ自主ガイドラインを策定したり、セミナーを

開催したり、技術者の養成等を行っております。詳細は割愛いたします。 

 次のページはそのわれわれのガイドライン、関わっておりますガイドラインの一例でご

ざいます。次のページは保守点検ガイドライン等の紹介でございます。 

 次のページをご覧ください。第１回のワーキングで提示いただきました論点に関します

私どもの考えでございますけれども、まずは土地開発前における「立地状況等に応じた手続

強化」でございます。これにつきましては、関連法令の許認可取得を申請要件とするという

話もありますけども、これは事業予見性とか資金調達の観点からは、優良な事業者にとって

は足かせとなります。再エネ普及拡大を阻害するという懸念もございます。 

 運転開始前に許認可取得状況を確認することで、許認可取得ができていない設備が発電

を開始することを防止できるというふうに考えております。許認可取得状況を確認する方

法といたしましては、ＦＩＴ法における届出とか、電気事業法の小規模太陽光発電設備の義

務化も対象になるわけですけれども、こういう「使用前自己確認」の報告等を活用できるの

ではないかと考えています。 
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 手続きの強化の方法といたしましては、許認可取得を申請の要件とするのではなくて、例

えば認定取得から期限を設けまして、その期限内に許認可が取得できないのであれば、認定

を取り消す、そういった方法もあるのではないかと思います。 

 次のページをお願いいたします。土地開発後～運転開始後・運転中の段階におけます「違

反状況の未然防止・早期解消措置の新設」につきましてですけれども、私どもとしては、違

反状況にある設備・事業者に関しては、まずは国、あるいは自治体のホームページで公表し

て、事業者の改善を促すことが重要と考えます。一定期間をおいても改善が実施されない場

合というのは、例えばですけれども、ＦＩＴ・ＦＩＰの付加金を除いた回避可能費用相当の

金額のみを支払うという方法もあるのではないかと考えます。 

 次のページをお願いいたします。運転中～適性廃棄段階におけます「太陽電池出力増加時

の現行ルールの見直し」につきましてですけども、現行３％／３ｋＷのルールがございます

けれども、これのいずれか小さいほうを超えた場合は、増設は最新価格に変わるということ

で、これはその下、太陽電池パネルの交換等、非常に事業やにとって困難になっているとい

う実情がございます。ですので、当該ルールの撤廃等と非常に関係いたします。 

 例えばですけど、３％以下あるいは３ｋＷ以下の増設は価格を変更しないということに

していただいて、破損パネルの交換等を促進すべきというふうに考えます。破損等に伴いま

すと発電量が低下するわけで、それを放置するというよりは、新品の高効率パネルに張り替

える等の再投資を促したほうが、長期安定稼働の観点、それから脱炭素化・自給率向上、そ

ういった観点でも望ましいと考えます。 

 破損等に伴う発電量低下を放置する場合に比較して、新品のパネルに張り替えることに

よって発電量を維持することが、10年間での廃棄費用の積立金額が増えることになります。

従いまして、新たに積立期間を設定する必要はないのではないかと考えます。 

 次のページには、破損パネルを放置した場合のイメージ図ですが、左側はイメージ図、そ

れを、破損パネルを交換することによって発電量を維持し、積立費用も維持するという、そ

ういうイメージの図でございます。 

 次のページをお願いいたします。それから、適正処理段階における「大量廃棄に向けた計

画的対応」ということでございますけれども、使用済み太陽電池パネルの排出量のピークに

合わせて計画を作るというよりは、排出量のピークを下げる、その排出量を減らすというこ

とがまず重要と考えまして、そのためにも「20 年のＦＩＴ買取期間を越えての長期安定稼

働」を推進する、まずは推進すべきと考えます。 

 下にこれは例を示しましたけれども、私どものＰＶ ＯＵＴＬＯＯＫ 2050の導入量をベ

ースに、排出がどうなるかというのを想定したわけですけれども、左側のほうは、運転開始

から 21年目にもう全量排出されるということになりますと、非常に、例えば 2030、2034年、

35 年ピークが立っておりますけれども、大変排出量が一気に増えてくると。こうではなく

て、この右側のほうは、長期安定稼働によって、例えば平均 30 年稼働するとした場合に、

例えば 26年目から 35年目まで 10年間１割ずつ排出するような、そういうふうにコントロ
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ールできれば、こういうふうになだらかに上がって、ピークも後のほうになるということで、

こうであれば、排出の事業者も何とかできるのではないかと思います。 

 次のページをお願いいたします。横断的事項といたしまして、地域とのコミュニケーショ

ンの要件化に関してＪＰＥＡの考えでございますけども、説明会は地域とのコミュニケー

ションの一形態に過ぎません。ですので、説明会を一律に義務化するのは望ましくないとい

うふうに考えております。重要なのは、効果的かつ地域に配慮した周知でありまして、住民

との意思疎通を図ることであります。まずは計画段階において自治体に連絡し相談するこ

と。続きまして、自治体のアドバイスに基づいて地域住民とのコミュニケーションを開始す

ることが重要じゃないかと思います。 

 地域は非常に重要でございまして、地域とのコミュニケーションにおいては、自治体の役

割が非常に重要と考えております。事業者の立場から見れば、地域とのコミュニケーション

を相談できる窓口を設けていただければ大変ありがたいというふうに思っております。 

 次のページをお願いいたします。次のページは、これは優良の事例でございまして、地域

とのコミュニケーションをこういうふうにやっていますよという、そういう例でございま

す。 

 次のページをお願いいたします。横断的事項の事業譲渡の際の手続きの強化でございま

すけれども、私どもといたしましては、運転開始後何年か経過し、残りのＦＩＴ買取期間が

短い発電事業が多くなるという状況でございますけれども、今後、事業譲渡により発電事業

を行おうとする事業者の大半は、買取期間終了後も事業を継続し、地域との共生に基づく長

期安定稼働を志すものと考えております。従って、こういった事業者への事業譲渡は、地域

との共生の観点から望ましいと。規制強化を目指すよりは促進すべきではないかと考えま

す。義務化するとしても、自治体への通知と自治体のホームページでのお知らせ、それから

回覧板等で告知をしっかりするというのが重要かと考えます。 

 次のページをお願いいたします。横断的事項、認定事業者の責任明確化でございますけれ

ども、これは私どもの認識をここに示しております。認定事業者というのは、企画立案から

設備撤去まで全期間で事業に関わることになるわけですけれども、各段階で委託先となる

専門事業者等ですけれども、委託契約の下、関係法令遵守の義務を負うということになると

思います。 

 下のほうには、企画立案から設備撤去・廃棄までを示しておりますけれども、事業者の中

には全部自前でやるというのもおりますけど、一般的には各段階において専門事業者に委

託するケースが多く、以下のようにそういう事例をお示ししております。 

 次のページ以降は、18 ページ以降は、これは例えばシルバーセンターを活用して地域と

の共生を図っている例とか、次のページは、地域住民の意向を取り入れて、いろいろ汚濁防

止の措置を講じたりとか、次のページ以降は、防災対策にも配慮した設計・施工の優良事例、

次のページも同じような事例でございます。 

 私のほうから以上でございます。ありがとうございました。 



 6 

○山内座長 

 ありがとうございました。それでは続いて、日本風力発電協会様にお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○日本風力発電協会 齋藤理事 

 日本風力発電協会の齋藤でございます。 

○山内座長 

 ちょっと音量が小さいようですので、よろしくお願いいたします。 

○日本風力発電協会 齋藤理事 

 聞こえておりますでしょうか。 

○山内座長 

 はい、ありがとうございます。 

○日本風力発電協会 齋藤理事 

 お時間も限られておりますので、早速説明に入らせていただきます。 

 まず資料の表紙をめくって１ページ目から４ページ目までは、当協会の概要、それとミッ

ション、ビジョン、バリュー、方向性の紹介となります。こちらは時間もありませんので、

後ほどお目通しいただければと思います。 

 資料５ページ以降を説明いたします。資料６ページになります。今般ワーキンググループ

での制度的対応に係る検討につきまして、総論としては、さきに行われた「再エネの適切な

導入及び管理のあり方検討会」の提言には、私どもとしては違和感を持つ部分が少なからず

ございます。そのため、本ワーキンググループでの検討においては、電源ごとの特性や事情

などを踏まえ、特に手続きの厳格化等の対応については丁寧かつ慎重に議論を行っていた

だきたいと考えております。 

 続いて７ページです。森林法上の林地開発許可対象エリアにおける風力発電事業の開発

においてです。こちらは関係法令の許認可の取得を認定申請要件とするという、さきの検討

会の提言にもございました点ですが、こちらは認定時期が風力発電事業の場合は、要件を取

り入れられると後ろ倒しになってしまいます。それがために事業開発プロセスの見通しの

悪化、設置場所の許認可手続期間の長期化を助長するなどの恐れがございますので、導入拡

大を阻害する要因になろうかと考えております。そのため、本件を議論する上では、よくご

留意いただきたいと考えております。 

 特に、国有林・保安林内において風力発電事業を実現するということは、林道その他のイ

ンフラ整備を伴うことにはなりますけれども、既存の林業との共生、また森林施業上の災害

防止にも有用であると考えております。 

 次のページの８ページに、今申し上げた手続き上の関係性を示しております。現行制度下

では、法アセス方法書届出時点で事業計画認定申請が可能なところでございますが、仮に許

認可取得を申請要件とされますと、少なくとも３年以上は立地上の不確実性に加えて、価格

変動リスクを抱えたまま事業計画を検討することになってしまいます。そのため、見通しの
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立ち難い事業への投資または開発継続の判断についても困難になるということが容易に想

像されるところでございます。 

 次のページの９ページから 11 ページ目までは、皆さまの議論のご参考にということで、

風力発電の一般的な事業化までの流れを紹介させていただいております。また、12 ページ

のほうには、資源エネルギー庁様が過去に開催した小委員会において示されていました、風

力発電事業の事業決定までのリスクの分析内容、こちらのほうを参考までに付けさせてい

ただきました。後ほどお目通しいただければと思います。 

 加えて、次の 13ページと 14ページ、こちらについては、先ほど申し上げたような、森林

と風力発電との共生は可能であるということに関しての事例と、14 ページにてイメージを

ご紹介させていただいておりますので、これらも併せてお目通しいただければ幸いでござ

います。 

 続きまして、ページを飛ばさせていただいて、17 ページまで進んでいただけますでしょ

うか。ありがとうございます。17 ページにおいて、地域の理解に向けた制度的措置につい

ても本ワーキンググループで検討いただくということになっておられますが、現状ほとん

どの風力発電事業者については、法アセスのみならず、法対象外の中小規模案件についても

自主的な環境アセスメントを行っておりまして、また、立地上の許認可の取得手続きにも必

要な案件候補地の利害関係人との合意形成ですとか、地元住民向けの説明会などを通じま

して、地域との間で適切なコミュニケーションを図っていると、そのように認識をしており

ます。 

 他方、前回のワーキンググループで、資源エネルギー庁様からご説明のあった、資源エネ

ルギー庁様のホームページに 46件の「懸念」が風力発電に関して寄せられているといった

事実につきましては、当協会としても真摯（しんし）に受け止めておるところでございます。

他方で、これらをもって一律規制強化の要請というふうには受け止めておりませんで、ぜひ

再エネ導入拡大のための建設的な議論への礎としていただければというふうに考えており

ます。 

 以降、参考までに同様に皆さまの今後の議論のためにと考えて、事例内容を中心に参考資

料として付けさせていただいております。19ページ目から 21ページ目までにかけては、特

に風力発電事業者または事業に携わる関係者による、地域の理解に向けた取り組み事例と

いうのを紹介しております。 

 また、手前みそではございますけれども、資料の 22 ページから 24 ページまでに関しま

しては、こちらは当協会による地域共生活動の１つというふうに捉えております、全国各地

での「ウインドデイ」イベントというものがございまして、こちらの開催の支援というもの

を当協会ではさせていただいております。過去に開催支援をさせていただいた事例を紹介

させていただいておりますので、こちらのほうについても以前のページと併せて後ほどお

目通しをいただければと思っております。 

 ごく簡単ではございますが、以上で日本風力発電協会からの説明といたします。本日この
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機会とともに今後ともご指導、ご助言を賜りますよう、よろしくお願いいたします。ご清聴

ありがとうございました。 

○山内座長 

 どうもありがとうございました。それでは、引き続いて日本地熱協会様にお願いしたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○日本地熱協会 後藤理事 

 日本地熱協会の後藤でございます。このたびはヒアリングいただき、ありがとうございま

す。それでは、まず地熱協会のご紹介をさせていただきたいと思います。次のページをお願

いいたします。 

 協会の設立目的は、「わが国の地熱発電事業の健全なる普及推進を図る」ことにあります。

次のページをお願いします。本年 10月１日時点で正会員が 83社、特別会員として 10団体

により構成されております。会員はご覧のとおり、地熱発電事業者だけでなく、電力会社、

発電設備メーカー、コンサルタント、エンジニアリング会社、商社等、幅広く入会していた

だいております。 

 ４ページ目をご覧ください。地熱事業では、調査着手前から地域の理解形成を図っており

まして、環境に配慮しながら調査から開発、建設、操業まで 50 年、100 年を念頭に置いて

おりますので、良好な関係を維持することに努めてまいりました。温泉事業者や、それから

搬入路、道路の使用、それから掘削の時には水を使用しますので、これらをお願いするため

にさまざまなステークホルダーがいらっしゃるので、地域等の説明・理解なしには進めるこ

とはできません。 

 そのため協会では、遵法はもちろんのこと、長期にわたる地域との共生を図るため、この

ように倫理規定を制定いたしまして、会員には規定遵守を要請しております。問題が発生し

た場合は、第７条にありますように、除名も含めて懲戒処分を科すことになります。 

 次のページをお願いいたします。地熱事業は、そもそも長期の稼働を前提としております

ので、本日は地域の共生について主に紹介させていただきます。ここに地熱開発のプロセス

を示しておりますが、それぞれの段階での取り組みをご紹介いたします。 

 まず地域理解形成の取り組みとして、調査前に自治体および住民説明会を開催し、理解を

得るように努めてきました。調査開始後も定期的に進捗（しんちょく）報告をするとともに、

次年度の計画のご説明をして理解を深めていただいております。 

 また、自然公園内調査、地熱の場合は 2012年に規制緩和されて、有望地点の多い自然公

園の調査が増えたわけですけれども、この公園内での調査をする場合には、優良事例の形成

の一環で協議会を設立することが求められております。この協議会では、有識者も入ってい

ただき、地域の方々の意見も含めて計画に反映することとしております。 

 次のページをお願いします。調査段階、建設段階では、地熱は自然公園内や、特に山間地

の対象地域が多いため、国有林野内での調査・開発が多いことから、各法規にのっとった対

応がなされております。環境アセスメントが必要な 7,500ｋＷ以上の発電を目指す場合は、
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環境影響評価法にのっとって、また都道府県の委員会の指導も受けながら環境保全のため

の適切な措置がなされているというふうに認識しております。 

 地域理解も含めまして、また調査段階ではＪＯＧＭＥＣの助成を受けるケースが多いと

思っておりまして、ここでは助成への要求事項、ここでは地域理解も含めてなんですけども、

こういう要求事項が定められておりまして、ＪＯＧＭＥＣ審査を受けた上で、助成を受ける

ことができるという立て付けになっておりますので、ここでも要求事項の確認がなされて

おります。 

 ７ページ目、次のページをお願いいたします。このページには、建設・操業段階の取り組

みを記述しております。調査段階と同様、電気事業法、それから保安林関係では森林法の各

法規にのっとった対応をしております。 

 環境関連では、アセスメントのモニタリング計画に沿って、また操業前には自治体とも環

境協定を締結しますので、協定にのっとってそのモニタリングの結果を報告しております。 

 廃棄につきましては、これまで大型の発電所の廃棄はありませんが、国有林野の貸付を受

ける場合、これは大型案件では、先ほど申しましたように山間地での開発が多くなりますの

で、国有林野を貸付いただくことが多いんですが、この場合は連帯保証あるいは費用積立を

附した原状回復義務が林野庁との間で、契約で課せられているという状況でございます。 

 次のページをお願いいたします。最後に主要論点の地熱協会の意見でございますけれど

も、地域とのコミュニケーションの要件化では、地域の良好な関係を維持するためには、ガ

イドラインを制定してはいかがかと思っております。それから関係法令遵守の徹底につき

ましては、必要な法令許可要件を認定機関の間で共有して、自主点検等の報告義務をもって

管理する制度的措置を施行してはいかがかというふうに思っております。この立入検査も

含む事後調査によって不適と判断されれば罰則を科すことも必要だというふうにも考えて

おります。 

 今申し上げたように、地熱協会ではこのような規律確保ということで、協会内でもいろい

ろと話をしておりますけども、先ほど申しました、協会会員でなく、ＪＯＧＭＥＣの助成を

受けず、また環境関係の意識の低い事業者による民地での開発については、行為の監視が届

きにくいことが挙げられるかと思いますので、われわれとしては、この個別論点での意見と

示させていただいたような対応をしてはいかがかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 どうもありがとうございました。それでは続きまして、全国小水力利用推進協議会様にお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○全国小水力利用推進協議会 中島事務局長 

 どうもありがとうございます。小水力利用推進協議会、中島でございます。まず、もう時

間がございませんので、どんどん進めますが、当協議会のほうからは、まず地域共生型とい

うことについて中心にお話ししたいと思います。 
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 スライドの２番のところにありますが、もともと地域社会にとって水資源というのはも

う最重要といっても過言ではない資源でありますので、地域に密着することがある意味、必

要でありまして、そんな中でも、住民主導とか地域関係者の主導、あるいは外部との協働と

いう事例も増えてきておりますので、そういったものをご紹介してイメージを持っていた

だきたいというふうに考えてございます。 

 まずスライドの３番目が、長野県飯田市の野底川の発電所でございまして、これは未着工

です。まだ着工していなくて、これはだから計画段階の図ということになりますが、既に、

飯田市は再エネの条例を作っておりまして、この条例の認定を受けた事業、大部分は太陽光

が多いんですけれども、条例認定を受けた小水力として開発が進められているというもの

でございます。 

 この条例は、基本的に地域団体と事業者が協働して取り組むことを要求している条例で

ございますので、ここでもこの周辺地域等を結んでやっておりまして。これはまだ未着工で

すけれども、もう既に完成して運転している太陽光なんかにつきましては、毎年報告会を開

いています。全ての認定案件を報告するほどの時間はないので、幾つかという形になります

けれども、もともと地域振興を目的として行っている事業ですので、その活動報告をし、お

互いに同じ飯田市内の他地域の皆さんと、同じように再エネ事業を行っている他地域の皆

さんとの交流をするということで、毎年活発な報告が行われております。 

 次のスライドは地域理解ということで、これは先ほど申しましたとおり未着工ですので、

着工に向けて皆さんのご理解と意識を高めていただくための活動を行っているということ

になります。 

 次にスライドの５番ですけれども、これは石徹白番場清流発電所と申しまして、岐阜県郡

上市の石徹白地区という小さな集落の皆さんが自分たちの発電所をつくるということで、

これ小さい字ですが、この段階では数十ｋＷレベルだったと思うんですけど、最終的には

120ｋＷぐらいの発電所が既にもう稼働しております。建設に当たりまして、自分たちの発

電所をつくるための事業主体ですね。ＳＰＣなのか、何なのかという議論をした結果、農山

漁村電気導入促進法という法律を活用して、農業協同組合による発電をしようということ

で、新しく発電と地域農業活性化を目的として、全戸で、ほぼ全戸出資で農協発電所として

今、たしか３年ぐらいになると思いますが、運転しています。 

 この皆さんにとって重要なキャッチフレーズが、水力発電はあくまでも手段であって目

的ではないという言葉がありまして、その次のスライドに、Ｉターンとか地域づくりの表が

書いてありまして、あくまでの水力の取り組みはこの一部であって、こういう大きな流れ、

地域振興の大きな流れの中で取り組みが行われていて。ただやはり発電したことが一つの

きっかけとなって、Ｉターンの皆さんを引き付けて、既にこの活動を始めてから、地区内で

新たに子供が 15人誕生という、100世帯の過疎の集落で子供が 15人生まれるというのは大

変なことですので、非常に大きな効果を上げているということがいえると思います。 

 次のスライドは、三重県の馬野川発電所ということで、三重県伊賀市ですけれども、地元
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の建設会社の方が、昔ほぼ同じ場所にあった発電所が、もう今は廃止されていたんですけれ

ども、復活して地域振興に生かそうということで始めた発電事業であります。発電事業の収

益は地域に一定程度還元していくということですが、特に同じ川の少し下流のところでオ

オサンショウウオが生息していたりということもありますので、河川環境に対する配慮を

特に重視していまして、周辺の環境整備なんかも含めて取り組みを行っております。また、

新電力事業者を通じた電気の地産地消なども目指している、そういった取り組みになりま

す。 

 次のスライドは具体的な見学者の受け入れとか、そういった交流の活性化の事例を写真

で紹介してございます。 

 次のスライドは、④として、泊野川水力発電所ということで、これは鹿児島県の、何町だ

ったかな、ごめんなさい、鹿児島県内の発電所ですけれども、地元のガス会社ですね、ＬＰ

ガスを売っているガス会社を中心に設立した、みずいろ電力という事業主体で、ちょうど今

年の３月末、年度末に運開して、半年ほど運転実績があります。 

 ただ、ここに書いてある地域振興イメージは、まだ運転開始してから半年しかたっており

ませんので、あくまでも建設段階での目標としたイメージだということでご理解いただき

たいと思いますが、このように地域の農林業の振興に収益の一定程度を充てていくという

ことで進めております。 

 次のスライドは、新曽木発電所ということで、今日ご紹介する５つの発電所の中で唯一全

国規模の、この４つは、それぞれの地域のローカルな事業体ですけれども、ここだけは全国

で活動している、親会社はかなり有名な大手企業ですが、そういう事例になります。この立

地場所は、曽木の滝という、この伊佐市の中では、鹿児島県伊佐市の中では、有数の観光地、

特に紅葉が美しいというふうに聞いていますけれども、観光地の中につくるということで、

どうせつくるのであればネガティブなものではなくて、むしろ観光に貢献する発電所にし

ようということで、かなり観光配慮、観光を通じて地域貢献するということをやっておりま

す。 

 写真が３つ並んでいますけど、この拠点施設は、この発電所運転に合わせて伊佐市が拠点

施設を建設し、その中身はその発電事業者がパネルとか展示物を並べている、そういったも

のでございます。 

 あと、これは多分全国的に珍しいと思うんですけど、真ん中の写真は、発電所の建屋の外

から大きなガラスを通じて、さらに普通だったら鉄でできている電気パネル、電気用の盤を

アクリル板にして、全て中が見えるようにするといった配慮をした事例。 

 あとこの右端も珍しいと思うんですけれども、放流口、水力発電所の放流口がよく見える

ようにガラスのデッキをつくるとか、そういったとことん観光に協力した発電事業として

展開している例でございます。 

 次に行きます。以上は事例のご紹介ですが、それを踏まえて、規律強化に対する当協会の

考えですけれども、ここに３つ要点を書いておきました。まず違反事例を取り締まるのは当
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然のこと、賛成でございます。２番目として、地域社会や自治体と常時の連携をしていれば、

問題が起きた時に早期の把握が可能になるということを申し上げたいと思います。３番目

として、ＦＩＴ・ＦＩＰの認定時の予防的措置、どうしても問題が起きると、予防措置が必

要だという話になりがち、なること自体あまりないんですけれども、あまり予防強化すると、

開発の阻害要因になって、かえって普及が進まなくなるという、そのバランスの部分もぜひ

ご検討いただきたいということでございます。 

 次のスライドですけれども、まず法令違反や住民合意無視案件についてですが、当然、問

題が起きれば、私どもの開発においても、最近再エネというのは何か悪いんじゃないかみた

いなことがいわれることもありますので、対応の強化が必要だというのは理解しておりま

す。ただ、水力発電につきましては、河川法・砂防法の審査で、さまざまなチェックが入っ

ていることをご認識いただければ幸いです。 

 アセス法がよくいわれるんですけれども、アセス法の立て付けは、法律としての立て付け

は、意見を言うことができる、環境とか住民生活とか、そういった影響についての意見を言

うことができるというのが基本的な法律の立て付けだと思うのですが、河川法や砂防法は

許可なんですね。より厳しく、要するにおかしなことをやると許可が出ない、川の水を使う

許可が出ないという、そういう法律になっています。 

 しかもその審査段階のガイドラインの中に、当然のことながら既存の利水者、既に農業用

水を使っている、既に魚釣りをしている、そういう権利は書かれているわけですが、それに

限らず、住民と河川の触れ合いといったことまでガイドラインに書かれておりますので、地

元住民が反対するような時には、そもそも河川法の許可が下りない、そういう法律で縛られ

ているということをご理解いただければと思います。参考というホームページが書いてあ

りますが、これは今言ったガイドラインが書かれているページです。 

 それともう一つ、法令違反をどうやって防ぐかということにつきまして、自治体と国の連

携強化が一つポイントかなというふうに考えております。次のスライドに行くと書いてあ

るんですけれども、これまで私が事例で申しましたとおり、地域社会とか自治体と事業者が

常時連携を取っていれば、何かあった時にすぐに地域とか自治体が問題を把握することが

できるということがあります。ですから、継続的な地域との交流、つながりをつくることが

重要で、政府としては自治体と政府との連携が取れていれば、例えば自治体が問題を認識し

た時、すぐに政府に報告したり、あるいは事前に相談をしたり、そういった体制が取れれば

問題の把握が早くなるというふうに考えております。 

 次のスライドで、これが最後になりますけど、最後というかもう一つありますが、認定時

の予防的措置につきましては、先ほど申しましたとおり、あまり厳しくなると開発が難しく

なる。特に融資が関係してくるんですが、最後のスライドに工程を書いておきましたけれど

も、最後のスライドですね。お願いしたいと思いますが、これは大きな開発フローですが、

一番クリティカルなのが、ここに四角く囲った許認可とか融資の審査ですね、このへんは全

部並行して進めなければいけなくて、こっちが通ってもこっちが通らないとか、こっちが通
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ったらこちらも通すとか、それぞれ皆さん立場がありまして。 

 融資につきましても、再エネについてのだいぶ認識が広がってはいるんですが、小水力の

場合、地銀、信金の融資を受けることが多くて、まだ小水力に、特に審査部門が十分が知見

を持っていなくて、非常にうるさいことをいわれるというケースがありますので、とにかく

認定の見通しが立たないと融資の審査は通らないというようなこともありますから、ここ

につきましては、現行の 180日というルールがあって、行政の審査が進んでいることを証明

できれば、ＦＩＴの手続きも始めて、全ての手続きが足をそろえて終わるようにしていく、

そういうルールがありますので、それに準じてこれまでもやっていただければありがたい

かなというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございました。それは続いて、日本有機資源協会様にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○日本有機資源協会 柚山専務理事 

 日本有機資源協会、柚山でございます。本日は「地域と共生するバイオマス発電の導入と

運営」と題しまして発表させていただきます。 

 次のスライドをお願いいたします。一口にバイオマス発電といいましても、さまざまなタ

イプがございます。本日は地域共生がテーマでありますので、左側の２つ、家畜排せつ物、

食品廃棄物、下水汚泥などを原料とするメタン発酵バイオガス発電、そして地域の間伐材や

林地残材などを燃料とする国産木質バイオマス発電をフォーカスいたします。 

 次のスライドをお願いします。こちらはメタン発酵の例なんですけれども、有機性廃棄物

の適正処理が基本になっております。１施設当たりの規模は、平均すると 400ｋＷ程度で、

地域に密着した、安定的に電気を供給できる施設となっております。計画、地元合意、許認

可、建設工事などで、およそ４年間ぐらい時間がかかりますが、常識的なスピードで案件が

形成され、稼働していると思っております。なお、ＦＩＴの認定を受けるためには、現在で

も地域活用要件が適用されております。 

 次のスライドをお願いします。事業規律についてですけれども、こちらは資源エネルギー

庁様が毎年作成して更新される「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電）」によって

なされております、企画立案、設計・施工、運用・管理、地域活用、撤去および処分に関す

る方法が示されております。次のＮＥＤＯ様の技術指針というのも非常に参考になる情報

になっております。 

 運転維持費の削減、設備利用率の向上が課題なわけですけれども、昨年度、資源エネルギ

ー庁様におかれまして、バイオマス発電における人材育成事業がなされ、教材、それから研

修カリキュラム案が作成されております。これらを受ける形で、私ども日本有機資源協会で

は、自主的にメタン発酵に関する人材育成事業を実施したり、書籍として「メタン発酵シス

テム～基礎から実務まで知り尽くす～」の発行を予定したりしております。 
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 次のスライドをお願いします。こちらは、自治体と事業者が協力し合ってメタン発酵シス

テムを導入する事例になっております。「半田市バイオマス産業都市構想」の事例です。こ

ちらの構想はバイオマス関係の７府省様が選定されたもので、この構想策定に当たりまし

ては、半田市様と事業者様が共同で行われております、臭気、臭いの問題解決という地域の

課題に対応することを踏まえながら、循環型社会を形成する、農林業を活性するなおの取り

組みが示されております。 

 原料としては、家庭系の生ごみ、食品廃棄物、畜産ふん尿が利用されております。メタン

発酵しますと、電気が作られるわけですけれども、こちらの発電所は 800ｋＷの規模となっ

ておりまして、2021年 10月から稼働しております。電気は売電しておりますけれども、同

時に生成される熱、それから排ガス、消化液、現在ではバイオ液と呼ばれておりますけれど

も、それぞれ農業で利用されております。 

 特色としましては、排熱、それから二酸化炭素、光合成の元となりますから、これを利用

して次世代型の植物工場を展開しておりますし、災害時には非常用電源として当施設を使

うことができるようになっております。 

 次のスライドをお願いします。こちらが先ほど触れましたエネ庁さんによります人材育

成事業の成果物で、「なっとく！再生可能エネルギー」というコーナーにおきましてダウン

ロードできるようになっております。 

 次のスライドをお願いします。これを受けた形で、日本有機資源協会が今年度からメタン

発酵バイオガス発電リーダーの育成研修というのを実施することになりました。私どもは、

既存の研修としてメタン発酵アドバイザー養成研修ですとか、バイオマス活用総合講座な

どを設けておりまして、地域のコーディネーターを育成しながら、健全な形でバイオガス発

電が進むようにということで取り組みを進めております。 

 最後のスライドになります。地域と共生する長期電源になるために必要なこと、重視すべ

きこととして７点、整理しております。 

 １つ目は、地域の問題解決を行って、レジリエンス強化につなげるということなど、地域

貢献というものが実感できるようなものにするということです。このために私たちは、地域

で関係者が集まって協議会を設立して計画立案するというプロセスを推奨しております。 

 ２つ目は、持続的に燃料や原料が集まること、生成されるエネルギーやマテリアルが使わ

れること、両者のバランスが保たれることを確保することが重要と考えております。 

 ３つ目は、保有バイオマス活用をしようと思いましたら、原料の供給、収集・運搬・貯蔵、

エネルギーやマテリアルへの変換、生成物の利用、廃棄といった関係者が存在してくるわけ

ですけれども、それぞれの関係機関の経営がウィンウィンで成立する、持続的に成立すると

いうことが重要で、そのための調整も日々行われると思っております。要すれば、プラント

運営側だけが大きな利益を生むのではなくて、それぞれ役割を持つ者が持続的に経営が成

立する形で事業が長く展開するという意味合いです。 

 ４番目は、一度施設をつくりますと、20 年 30 年、あるいは 40 年使っていくことになり
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ますから、予防保全措置をしながら長寿命化を図るということです。 

 ５番目は、ＦＩＴ／ＦＩＰの買取期間というのは限りがありますから、買取期間終了後の

自立できるビジネスモデルを構築するということです。いろいろ卒ＦＩＴ／ＦＩＰ後の支

援への要請という声はあるんですけれども、自立というのは意識しているところです。 

 ６番目は、昨今ＳＤＧｓへの貢献とかいう言葉、あるいはＥＳＧ投資ということがよくい

われますけれども、社会的、環境価値の発揮など、信頼され誇れる取り組みに成長させると

いうことが重要と思っております。運営をしていく中で、異業種連携などの相乗効果を発揮

していくということも大事です。 

 最後になりますけれども、こういう健全な事業推進のためには、人材が欠かせません。事

業者を代表とするコーディネーター役になる人を含めまして、お互い学び合う精神で人材

育成事業を推進したいと思っております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山内座長 

 どうもありがとうございました。それでは続いて、那須塩原市、黄木オブザーバーからお

願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○黄木オブザーバー 

 那須塩原市の黄木です。聞こえておりますでしょうか。 

○山内座長 

 はい、大丈夫です。 

○黄木オブザーバー 

 早速始めます。１ページをお願いします。本市は栃木県北部に位置します、人口約 11万

5,000人の町です。農業や観光が盛んなところです。さて本日は、前回ワーキンググループ

で提示されました論点に関しまして、本市の現状などを基にお話をいたします。 

 ２ページ目をお願いします。本市には経済性などを考慮した、約 440ＭＷの再エネ電力の

導入が可能です。 

 次のページをお願いします。そのような本市における太陽光発電のＦＩＴ認定容量は 400

ＭＷ以上あり、市内の電力使用量の約 70％を超える、まかなえる量となります。いわゆる

メガソーラーもたくさんございます。 

 ４ページをお願いします。市ではそのような太陽光発電の立地急増を受け、令和２年４月

に太陽光発電事業と地域との調和に関する条例を制定しました。条例では、市内全域で全て

の野立て太陽光発電の設置を許可対象としています。地元説明を義務付け、地域理解の促進

を図る一方で、許可基準が十分に配慮とか、必要最小限の定性的なものであるため、立地抑

制の効果は限定的と考えます。 

 ５ページをお願いします。本市では、再エネ発電の導入促進事業を、私ども気候変動対策

局が担当しておりますけれども、先ほどの立地規制を担当しているのは環境課という部署

です。条例で定めている地元説明について、現状を確認したところ、説明会の実施時期、近



 16 

隣区域の範囲、対象者および開催方法に関する指示や教示などで関与は限定的でした。コミ

ュニケーション促進に関する自治体等の役割に関して、自治体ごとに再エネに対する立場

に温度差があり、また担当する職員の数や経験も一律ではございません。おのおのが地域の

実情を踏まえ、できる範囲で対応しているのが現実と考えますので、配慮をいただけたらと

思います。 

 ６ページをお願いします。次に、本市が再エネ導入・管理のあり方検討会、ここで示した

３つの地域課題から今回の論点を見ています。１つ目にお示しした課題が、「地域と調和し

た再生可能エネルギーの発電設備の導入には国と自治体との連携が必要では」ということ

でした。 

 次のページをお願いします。今回、個別論点として、地域理解の促進に向けた制度的措置

などが掲げられており、ありがたく思います。また、立地状況等に応じた手続き強化などに

より、自治体の条例によらずとも地域と調和した再エネ発電設備の導入となることを期待

します。ちょっと地域調和から外れますけども、国と自治体との連携という観点では、違反

状況の把握等で協力できる可能性があるかもしれません。 

 ８ページをお願いします。２つ目にお示しした課題認識は、地域脱炭素化促進事業により

実効性を持たせるためには、経済的誘導策が有効ではということでした。 

 ９ページをお願いします。個別論点における促進区域への立地誘導策などが盛り込まれ

て注目しております。本市は促進区域の設定に向けて、いわゆるゾーニングマップの作成に

着手しています。来年度中にエリア分けをし、その後、地域の意見を聴きながら地域脱炭素

化促進事業を検討し、促進区域を設定します。かなりの期間、労力、予算をかけます。その

ような促進区域が有効に機能するため、誘導策の重要性を改めて認識しています。 

 10ページをお願いします。３つ目の課題でお示ししたのが、地域で使える「自立分散型」

再エネ電力が必要では、ということでした。このあたりは少々地域にとって虫が良い話なの

で脇に置いておきます。 

 11 ページをお願いします。ただ、テーマにある地域共生に関して示された論点が、開発

に伴う危険性の排除、事業期間後の適正廃棄、そして地域とのコミュニケーションや対話な

どであり、地域におけるメリットの創出という観点がないと感じております。一方で、再エ

ネ電力の長期電源化には大いに期待しています。単なる可能期間の延長ではなく、ＦＩＴ期

間終了後においては、再エネの地産地消で地域のメリット創出、そのような仕組みができる

ことを希望しております。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山内座長 

 どうもありがとうございました。それでは、最後になりますけれど、山梨県、雨宮オブザ

ーバーにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○雨宮オブザーバー 

 山梨県環境・エネルギー政策課、雨宮です。よろしくお願いいたします。 
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 それでは資料の１ページは目次ですので、目次は飛ばさせていただいて、３ページからお

願いいたします。本日は、昨年７月に本県で制定しました太陽光発電に関する条例について

主に説明させていただきます。 

 初めに条例制定に至る背景でございますけれども、本県は日照時間が日本一になるなど、

日照時間に大変恵まれた県でございます。そうした背景もございまして、ＦＩＴ制度創設以

降、太陽光発電施設が急増する事態となりました。それを受けまして、防災、環境あるいは

景観面等に関するさまざまな問題が顕在化いたしました。 

 資料の写真を見ていただきますと、左側は住宅の背後の斜面にパネルが設置された事例、

右側でございますけれども、甲府市内の甲斐善光寺の背景に太陽光パネルが設置され、景観

に影響を与えている事例でございます。 

 こうした事態に至りまして、平成 27年にガイドラインを制定しまして指導してきました

が、ガイドラインでは限界があるということ、さらに近隣の皆さまから、防災や環境への影

響を懸念する多くの声をいただいたこと、さらに県議会からも条例制定を求める提言等が

なされたことを受けまして、令和３年 10月から条例を施行したところでございます。 

 次のスライドをお願いいたします。条例の内容についてご説明をいたします。条例の特色

といたしまして幾つかございますけれども、まず目的のところにございますように、設置だ

けではなく、その後の維持管理、廃止に至るまで、地域環境を保全し、地域と共生する太陽

光発電事業の普及を図るということを目的としております。 

 具体的なところで、条例のポイントのところを見ていただければと思いますが、まず「設

置」段階におきましては、設置規制区域ということで、設置規制区域外とを県で明確にゾー

ニングをいたしまして、森林区域、あるいは土砂災害等が発生する、あるいは発生する恐れ

が高い区域等につきましては、設置規制区域として新規の設置を原則禁止といたしました。 

 設置規制区域で開発をしようとする場合は、知事の許可制として環境アセス、さらには住

民説明会を義務付けたところでございます。 

 右側の「維持管理」の段階におきましては、稼働中を含む全施設を対象といたしまして、

既存施設の届出をいただくとともに、適正な維持管理を図っていただくために、維持管理計

画を作成し、それぞれ公表をしていただくこととしております。 

 さらに「廃止」の段階におきましては、設備の解体等、撤去する際に廃止届を求めること

としております。 

 加えまして、一番下の「実効性の確保」というところでございますけれども、許可の内容

や維持管理基準に適合しない事業者については、勧告、措置命令等を行うと同時に、条例に

違反した事業者を公表した場合については、国にその旨を通知して、ＦＩＴ認定の取り消し

を求めるという規定を設けてございます。 

 次のページをお願いいたします。これらの条例を踏まえまして、今あるいは過去に問題に

なった事例を幾つかご紹介をさせていただきたいと思います。 

 １つ目は、林地開発許可に関する事案で、林地開発許可後に、その申請内容と異なる開発
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工事を行っている事例がございます。調整池や排水路などの防災施設が完了しない前に売

電を開始してしまったというようなことでございます。森林法の違反の状況下で売電を継

続されていたということで、これにつきましては、森林法については改善命令、先ほど説明

した条例においては、既存施設ということですので、維持管理の適正化を図るために、改善

勧告を行ったところでございます。 

 しかしながら、早期の改善というところまではなかなか思うようにいかないところがご

ざいまして、命令から半年程度たった後、ようやく復旧がなされたというような状況でござ

います。 

 こうしたことから、今のところ、再エネ特措法の申請の段階では、他法令を遵守というこ

とになっておりますけれども、議論されている中で、許認可の取得ということもございまし

たけれども、加えまして、林地開発の完了検査が終わった後でないと売電ができないような

ことも必要なのではないかというふうに考えております。 

 次に２点目、地域との共生に関する事案でございますけれども、これにつきましては、条

例の設置規制区域外における新規計画において住民説明会を開催したところ、事業者がト

ラブルを起こした不適切な事例がございます。条例では、設置規制区域内については住民説

明会は義務付けておりますけれども、設置規制区域外においては、住民説明会は必ずしも必

要ではございません。ただし、住民に対しては十分な情報提供を行うと同時に、住民への説

明をしなければいけないということは、区域の内外を問わず同じですので、こういった設置

規制区域外の事例について、事業者でも適切に対応していただく必要がございますけれど

も、結果として計画の周知がなされなかったり、地域の皆さまとのコミュニケーションが不

足してしまうというようなことが生じております。 

 この問題につきましては、本県では、条例の規則改正を今後行うこととしておりまして、

設置規制区域外においても、住民への説明状況等をしっかり確認した中で届出を受理する

ということに対応を改める予定でございます。 

 次のページをお願いします。最後に、条例では、設置から廃止の段階まで地域との共生を

図ることとしておりますけれども、廃止・廃棄の段階では、具体的な対応というのがまだ見

えていないというような状況でございます。これを受けまして、本県では、黄色のところに

ございますように、発電事業者、関係者をメンバーとする検討会を立ち上げて、検討を開始

したところでございます。 

 ＦＩＴ後につきまして、大きく２つの論点があると考えております。左側は既存の施設を

どのように活用していくかということ、右側は使用済みのパネルをいかに適正に処理して

いくのかという問題です。 

 左側を見ていただきますと、ＦＩＴ終了後、事業継続する場合と、事業を廃止してしまう

場合もあるかもしれませんけれども、極力その事業を継続していただくためには、その段階

でのパネルあるいは他の設備等の状況を踏まえて、リプレースするのかしないのかという

ようなことも確認する必要がございます。 
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 それをうまく回していくためには、実は右側のほうのリユースやリサイクルという運用

をいかに適切に回していくかによって、左側のほうもうまく回っていくのではないかとい

うふうに考えてございまして、さらにＦＩＴ終了後については、他に売電するということだ

けではなくて、赤く書いた３つ目のところにございますように、地元への電力供給等による

地域貢献ということで、いかにその地域と共生した施設であるかということを踏まえて、地

元への電力供給、地域に根差した施設としてさらに活用をしていただけることが必要かと

考えております。 

 左側と右側を結び付ける重要なポイントとしては、リユースの可否という真ん中のとこ

ろにありますように、発電性能等の客観的な評価や保証が必要なのではないかと考えてお

ります。このような形で左側、右側、川上と川下を適切に結び付けることによって、長期電

源化の確保というのが図られていくのではないかというふうに考えています。 

 ここに至るまでには、設置の段階から維持管理を踏まえて地域とのコミュニケーション

を十分に行い、それまで地域と共生した施設であるからこそ、その後も再エネ電源の確保と

いう観点から、持続的に施設が維持管理できるのではないかと考えておりますので、太陽光

発電施設に限らず、再エネについては、設置の段階から最後の廃止の段階まで地域と共生し

た施設であるためにどのような取り組みをしていったらいいのかということを今後の議論

としてご検討いただければと思います。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 どうもありがとうございました。これで、事業者の関係の方、それから自治体の関係の方

から全てご発表いただいたということになりますので、続いて質疑、ディスカッションに移

りたいと思います。それで、ご意見、ご質問等ありましたら、ご発言希望ということをチャ

ット欄でお知らせをいただきたいと思います。私のほうから、それを拝見して、ご指名をさ

せていただきます。 

 今日のワーキンググループでは、今発表いただいた内容を中心に質疑を行っていただき

たいと思います。それから、ちょっと進行が遅れておりまして、なるべく多くの方にご発言

いただきたいと思いますので、ご発言は簡潔にお願いしたいというふうに思います。それか

ら、皆さんに委員から発言した後に、今日のご発表された方からのコメント、あるいは質問

に対する回答があれば、最後にまとめて行いたいというふうに思います。 

 それではいかがでございましょうか。ご発表の内容について、ご質問、ご意見等あればご

発言願いたいと思いますけど、どなたかいらっしゃいますでしょうか。 

 大貫委員からチャットがございました。大貫委員、どうぞご発言ください。 

○大貫委員 

 委員長どうもありがとうございます。音声聞こえておりますでしょうか。 

○山内座長 

 聞こえておりますけど少し音声が小さいようなので。 
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○大貫委員 

 これでいかがでしょうか。 

○山内座長 

 結構でございます。 

○大貫委員 

 前回は大変失礼いたしました。 

○山内座長 

 とんでもございません。 

○大貫委員 

 まずできるだけ簡潔に申し上げますけども、本日、業界団体の皆さま、それから自治体に

皆さまから現場感覚に基づいたご意見をいただいて心から御礼申し上げます。 

 17 日の委員会でも興津委員をはじめとしましてご発言がありましたように、交付金は国

民の税金から出されていますので、この点へも十分な配慮が必要だろうと思います。他方、

再エネの導入スピードは減速しないように事業者の方の意欲をそがないようにしなければ

ならないと思います。この２つの観点を適切に折り合いを付けるべきだろうとは思ってお

ります。他の委員からは多様な観点からのご質問があると思いますので、私は論点の検討項

目の法令順守の徹底に関するところに絞ってご質問をさせてください。できるだけ早く簡

潔に申し上げます。 

 まず太陽光発電協会……敬称略しますけれども、太陽光発電協会のプレゼンのスライド

の９ページに次のようにございます。「関係法令の許認可取得を申請要件とするのは事業予

見性や資金調達等の観点から、優良な事業者にとっては足かせとなり、再エネの普及拡大を

阻害する懸念がある」とあります。事業予見性の観点から問題があるとされていますが、Ｆ

ＩＴ等の認定のみならず必要な各種許認可を得なければ事業は始められないわけです。各

種許認可取得が申請要件となるとどのように予見性を阻害されるのか、現状の手続きの具

体的な流れとの関係で詳しくご説明いただけませんでしょうか。 

 資金手当につきましても認定の段階で融資を得ないと今後の手続き遂行に影響が出ると

いうことなのでしょうか。各種許認可取得の前の段階で認定を得て融資を得ることが事業

遂行上必要なのでしょうか。この点ご教示たまわればと思っております。 

 同じく９ページに「ＦＩＴ法の届出や小規模太陽光発電設備も義務化の対象となる『使用

前自己確認』の報告等を活用出来るのではないか」とありますが、具体的仕組みとしてどの

ようなものを想定されているのか教えていただけないでしょうか。 

 急ぎますけども、風力発電協会について、スライドの６ページに「再エネ電源は、その事

業規模、事業者の特性、開発プロセスにおける許認可の種類及び数において大きく異なるこ

とから、『手続きの差異』が大きいことは自明であるため、『厳格化等の対応』については電

源毎に慎重に検討するべきである」とございます。本日、各団体の方のプレゼンをお聞きし

てこのことは確かに正しいことだなと思っております。風力発電協会におかれては、全体と
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して風力発電については例外的取り扱いを求められているように思います。風力発電につ

いて例外的取り扱いを正当化する論拠をさらに詳しくご説明いただけないでしょうかとい

うことでございます。 

 ８ページのところに「風力発電事業については環境アセスメント評価書が確定しなけれ

ば、本申請ができず、許認可取得もできないのが実態である」とございます。環境影響評価

法の対象事業となる限りにおいては同法の 33条の横断条項により環境アセスの結果を各種

許認可を考慮しなくてはなりませんから、ここのスライドに書かれていることは法制度が

予定していることだろうと思います。再エネ発電をするには環境アセスを経て必要な許認

可を取得しなくてはなりませんから、認定の前に各種許認可を得ることが義務付けられる

ことにどういう支障があるのか具体的にお話しいただければと思います。 

 次に 15ページのところです。これはプレゼンではカットされたのですが、「電気事業法に

おいて、工事計画や使用前自己確認結果の届出時に、関係法令の許認可等を行った者による

工事等の完了確認を得ているかを確認するなど対応強化」について、「全ての再エネ発電事

業に対する萎縮効果をもたらす」とされております。具体的にどのような萎縮効果があるの

かご説明いただければ幸いでございます。 

 申し訳ございません、もう１つ、全国小水力利用推進協議会のプレゼンに１点申し上げま

す。スライド 14 ページに「融資審査の目処が立たないと、開発許可等の手続が進め難い」

とあります。少し付言していただいたんですが、その理由・原因を教えていただけますでし

ょうか。特に 180 日ルールと比べてどのように許可の先行取得ということが問題なのか教

えていただければと思います。 

 最後になります。山梨県と那須塩原市のプレゼンについてご質問いたします。いずれも太

陽光発電設備の施設に関して許可制を敷いているというふうに理解いたしました。条例で

設置規制をすることについては相当に検討されたと思います。条例制定に当たり苦労され

た点を教えていただけますでしょうか。 

 さらに国の法令によって何らかの対応をしてほしいと考えられた点はございますでしょ

うか。那須塩原市に関してはスライド６ページに少し記述がございました。 

 最後に山梨県にご質問させてください。スライド４ページに「許可の内容や維持管理基準

に適合していない事業者」には、「指導及び助言・報告の徴収・立入検査・勧告・措置命令・

事業者の公表」を取るとあります。このような実効性確保の手法はうまく機能しております

でしょうか。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○山内座長 

 ありがとうございました。先ほど申し上げましたようにご回答は最後にまとめてお願い

いたしますが、各発言者の方はちゃんとメモしておいていただければというふうに思いま

す。 

 それでは次に松本委員どうぞご発言ください。 
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○松本委員 

 山内座長ありがとうございます。 

 私からはエネルギー団体の皆さま方にコメントまたは質問させていただきたいと思って

おります。最初に太陽光について２点質問させてください。 

 先ほど大貫委員からもご指摘ありましたが、太陽光発電協会様の９ページについては幾

つかの団体から類似の懸念が示されました。関係法令の許認可取得を申請要件とすること

について事業の予見可能性や資金調達に影響があるというご意見でした。事前に安全に関

する関係法令が取得できていることはむしろ予見可能性や資金調達を容易にする面もある

のではないかと思いますが、この辺りの具体的な懸念点を教えていただけますでしょうか。

また、周辺住民の不安が和らぐことで円滑な導入が進むという点も考慮することが必要で

はないでしょうか。 

 もう１つの質問は、太陽光発電協会様から説明会形式での一律の義務化について望まし

くないとの意見を 14ページにいただきました。説明会以外にどういった手法が有効なのか、

またそれらの手法はどういった規模の発電所で採用されるべきものなのかについて詳しく

教えていただけますでしょうか。 

 続いて風力発電についてコメントを１点させていただきます。日本風力発電協会様から

規律の強化は再エネ発電事業に対する萎縮効果があると 15ページに示されましたが、再エ

ネの事業規律の強化は地域トラブルをできるだけ減らして大量導入の前提となるものであ

るため、必ずしも萎縮効果につながらないのではないかと思っております。どうしたら事業

規律と風力発電の大量導入を両立できるのか、風力発電協会としてもこれからも前向きに

議論に貢献していただくことをお願いしたいと思います。 

 続きまして地熱関係について質問が１つあります。日本地熱協会様の資料８ページです

が、地域とのコミュニケーションを行う上でのガイドライン策定の提案をいただきました。

地熱発電における地域コミュニケーションにはその他の電源にも活用できるものが多いの

でしょうか。再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインは電源ごとにありますが、地

熱における取り組みを念頭に各電源のガイドラインを変えることでベストプラクティスの

横展開ができる可能性があるのではと思った次第です。ご意見をうかがえればと思います。 

 続きまして水力につきまして質問１つあります。地域共存事例をご紹介いただきまして

ありがとうございます。14ページですが、「融資審査の目処が立たないと、開発許可等の手

続が進め難い」とあります。こちら私も調べてみましたが、申請者の信用および資力の確認

に当たり、申請時までに金融機関の融資証明等の提出が困難である場合には、金融機関等が

融資等を検討していることが分かる書面――関心表明書等によって審査して、許可条件と

して開発行為の着手時までに出資や融資等の状況を証する書類を提出することなどを求め

るとしておりまして、開発許可の手続きについては対応の幅を広げていると思いますが、そ

れでも地銀や信金の対応は厳しい現状があるのでしょうか。確認のため伺います。 

 続いて、バイオマスについて質問させていただきます。最後のページですが、地域と共存
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する長期電源になるために必要なことということで、８ページになりますが、「ＦＩＴ／Ｆ

ＩＰによる買取期間終了後に自立できるビジネスモデルを構築する」とあります。しかしそ

の下に「卒ＦＩＴ／ＦＩＰ後に、長期電源となるための何らかの支援を望む声は多い」と記

載されています。まさにＦＩＰやＦＩＴが支援措置だと思いますが、その後の支援措置とい

うのは地域共存するために自治体からの支援措置が必要ということでしょうか、この点伺

わせてください。 

 以上です。ありがとうございました。 

○山内座長 

 ありがとうございました。じゃあ後ほどにお願いいたします。次は神山委員どうぞご発言

ください。 

○神山委員 

 神山でございます。よろしくお願いいたします。皆さまコンパクトにご説明いただきあり

がとうございました。各電源それぞれで固有の問題点があるかと存じますが、ここでは国の

法律として再エネ発電事業に関して規定できることに絞ってご質問、コメントさせていた

だきたいと思います。 

 初めに規制が優良な事業者の足かせになってはいけないということはもちろんおっしゃ

るとおりだと思います。私も規制とついつい言ってしまうのですが、その中身はやはり「適

正な規制」、「適切な規制」ですので、その最適値もしくは最適な規制水準ということを探る

ということを今回させていただいていると心得ておりまして、適正な規制という表現を私

自身も努めて使っていこうと思っています。 

 こうした適正な規制であれば優良な事業者にとっては恐らくクリアされている、または

懸念しながら慎重に進められている問題だと思いますので、多少証明書類が増える程度で

収まるのではないかというふうにも期待もしております。また、業界全体のモラル向上やイ

メージアップにもつながりまして、お互いウィンウィンではないかというように基本的に

は考えたいと思っています。 

 続きまして事務局への要望でございます。金融実務のお話というのは先ほど大関委員か

らもございましたが、お話を聞く機会をいただければなと思っています。大きな問題の一つ

として許認可取得を申請要件とするのではなくて、事業計画という青写真の段階で進める

べきところと、実際にある程度の見込みや担保があることをもって申請や本申請ができる

ようにするべきところというのをある程度確定する作業も出てくるかなと思います。そう

したところで金融の面も絡んでくると思います。最終的に全ての許認可がそろいませんと

事業が開始できないことがございますので、コストと時間だけを要して結果が伴わなけれ

ば損失も大きいと思います。また、年限を区切るにしてもどれだけの期限を設けるかという

のが問われますので、正確な判断のためにも金融実務のお話を聞かせていただきたいと思

っています。 

 続きまして太陽光ＪＰＥＡ様でございますが、13 ページのところでして、大量廃棄に向
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けた計画的対応のところで、廃棄のピークを抑えることというのが重要でそのためにも 20

年のＦＩＴ買い取り期間を超えての長期安定稼働を進められるということでございまして、

この点大変賛同しております。 

 続きまして 14 ページでございまして、松本委員からもご質問がございましたけれども、

地域とのコミュニケーションでございますが、私も説明会の開催に拘泥する――こだわる

理由ということではないと思います。重要なのは効果的かつ地域に配慮した周知であり住

民との意思疎通である、この点同意いたしますが、トラブルになった時等に、例えば招かれ

たつもりでその地域での事業計画を立てたのにいつの間にか反対者の声に押されてそうい

う立場ではなくなってしまっている事業者さん等もいらっしゃると思います。そうした時

に自治体が相談窓口に立っていただければというお話がＪＰＥＡさんからもございました

けれども、どのような施策なりアドバイス、コミュニケーションの在り方というのを自治体

がしていただけるのがありがたいかという点をもう少し具体的に伺えるとありがたいと思

います。 

 続きまして風力に関して気になっている点でございまして、８ページなんですけども、平

たく申しまして方法書の段階でよいのかというところでございます。昨夜なんですが、経産

省の原動力別の環境アセスメントの事例の風力発電のところを拝見しましたら、そのサイ

トはですね、それぞれ配慮書、方法書、準備書、評価書で、いつにその段階になって次のス

テップに進めていないかというのが確認できるんですけれども、現在令和４年 10月といた

しまして令和元年 11月というのが３年さかのぼった段階ということになります、この３年

ルールというところで。それで、令和元年 11月以前に方法書になったもの、つまり３年間

方法書段階にとどまっていて準備書に進めていない事業というのを確認しますと 45件ござ

いました。また準備書の段階で評価書に３年間経過しても進めていないものというのが 19

件ございました。こう見ますとなんですが、次の段階に３年経過しても進めていないものと

いうのが少なくないということになります。 

 他方、私の認識では方法書の段階である程度風力機の数や位置を決めて申請されており

ますよね。ですので、規模縮小を含めて変更するということになりますと、すなわち中止と

いうことになりがちなので、事業者側も規模縮小等の変更がしづらいというようにも伺っ

ております。ですので、方法書の段階でのいったんの認定申請、認定取得ということであれ

ば地域合意や土地の権原の取得以前ということになりますので、地域合意をその後、弾力的

に事業者側も弾力的対応できるようにして、事業計画もしくは事業の実施に結び付けるた

めの変更しやすいスキーム（特に、地域合意の為に規模を縮小・縮減しやすいスキーム）と

いうのを作っておくということはできないのでしょうか、この点に関して事業者様から意

見をいただければなと思っています。 

 また、代案といたしまして、方法書段階ではなくて、例えば現地調査が終わった段階です

とか現地調査のまとめの段階、準備書の冒頭の段階というように少し遅れていったん申請

というのをするということになろうかなというふうに思うのですが、それですとまた支障
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が出るのかなと思いますので、その辺り忌憚なくご意見というかご事情を伺えればと思っ

ております。 

 続きましてバイオマスのメタンに関してなんですけれども、先月の日経のニュースで宇

宙から人工衛星で、現在ＤＸマッピングというのが大変進んでおりまして、牛のげっぷ等の

排出量等が把握できるというのがかなり国際的なニュースになっています。メタン発酵バ

イオマス施設というのがそうした畜産が盛んなエリアにないということが、むしろ気候変

動対策を怠っているということにつながりかねないなというふうに考えておりまして、私

としては温室効果ガス対策ということも含めましてぜひ積極的に進めていただればと存じ

ます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山内座長 

 ありがとうございました。それでは続きまして大関委員どうぞご発言ください。 

○大関委員 

 産総研の大関です。ご説明ありがとうございます。それぞれ幾つか質問させていただきた

いと思います。できるだけ簡潔にいきたいと思いますけども。 

 まず太陽光ＪＰＥＡさんの９ページの事業予見性や資金調達の観点というところですが、

他の委員の方々もあったように、もう少し具体的にどういうことかというのを聞きたいな

と思っていまして、特に風力発電のほうの資料にもあったように事業の流れとかタイミン

グとか、それをどういうふうに期間が具体的にかかるかという整理が必要だと思いますの

で、リードタイムが問題なのか何が問題なのかというのを少し教えていただければと思い

ます。 

 あとはＦＩＴ・ＦＩＰを利用しない場合の融資はどういうふうに今やられているかとい

うことで、それと許認可の後にＦＩＴ・ＦＩＰのやつが来ることとそんなに観点としては変

わらないのかなと思うので、そういうものに関してＦＩＴ・ＦＩＰを利用しない場合の資金

の調達のタイミングとか審査の観点というはどういうことがあるかというのを教えていた

だきたいと思います。 

 これも他の委員からもありましたけれども、使用前自己確認のタイミングだとどうして

も運開直前になるんですけれども、この場合の確認は当然必要だと思うんですけれども、で

きてない場合に運開できないというものと、場合によっては交付留保というところの運用

が間違いなくセットなんだろうなと思っています。現状、これは確認ですけれども、使用前

自己確認は通らないと売電開始はできないという理解でよかったかというのが質問です。 

 あと今想定されている使用前自己確認の確認は、例えば林発となると許可書とか完了検

査証の書面で確認を想定しているか、それ以上の確認を想定しているかというのを教えて

いただければと思います。またそのタイミングでもし問題があったとしてもちゃんとそれ

をやってもらわなきゃいけないんですけれども、ちゃんとやり直し可能かというような―

―フィージブルかというのも教えていただければと思います。 
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 11ページ、12ページ目ですけれども、これもちょっと一応確認ですけれども、３ｋＷ以

下あるいは３％というのはいずれか大きいほうにしてほしいというような意図の文章なの

か、ちょっと正確に読み取れなかったので教えていただければと思います。 

 ここは国民負担の観点で規制を設けていると思うんですけども、もともと調達価格とか

基準価格の決定に劣化率を考慮しなかったというふうな経緯は認識しているので、そいう

意味では想定した設備利用率を 100 にしてその範囲内で回復させても想定していた国民負

担が増えるということにならないというロジックもあるのかなというふうには思うんです

が、もしそういうようなことを考えた場合に過去の設備利用率を超えない範囲とか、そうい

うような運用とか証明できるようなことが考えられるかというのをちょっとコメントいた

だければと思います。 

 13 ページ目のリサイクルのところのならすことは重要だと思っていまして、リサイクル

などの処理用の設備投資とか例えば左側のピークに合わせて設備投資してもその後ピーク

アウトしたら設備利用できなくなってしまうので、それはちゃんと考えなきゃいけないな

というふうに思っています。これについて地域差もあると思うんですけれども、その辺り地

域差のシミュレーションとかもしされていたら、少しどういうような制約があるかという

のをコメントいただければと思います。 

 16 ページ目の事業譲渡時の話とか地域とのコミュニケーションですけども、おっしゃる

とおり小規模の集約とかを考えると事業譲渡の推進もご指摘のとおり重要だと思っていま

すけれども、ここにあるように適切な事業者への事業譲渡というのがアンド条件であると

いうのは共通の認識なんだと思いますので、それをどうするかということも考えなきゃい

けないのかと思っています。 

 事業譲渡時の地域との対話は多様なことが考えられて、ひとつ例えば設置時にちゃんと

住民との対話をしていた場合に、次譲渡する場合は設置時にちゃんと住民に説明したこと

を受け取って説明すべきこともあるだろうし、その場合は引き渡しする側――譲渡する側

も説明しなきゃいけないのかなというのもあると思います。 

 他方でもともとそういうのがなくて新しく入る場合にどういうふうにコミュニケーショ

ンを取るかというのは新規に近い話かなというふうに思っています。そういったところも

踏まえると地域とのコミュニケーションの要件というのが譲渡に限らず、まず要件として

内容があってそれを元に譲渡時にはじゃあどういうふうに考えるかというのがセットなん

だと思うので、その辺りどう考えるかを考えなきゃいけないのかなと思っています。 

 それにおいてどのような案件はやったほうがよくてどのような案件は逆にやらなくても

あんまり問題じゃないんじゃないかということをちょっと考えられていればご意見いただ

ければと思います。 

 17 ページ目ですけれども、認定事業者の責任明確化なんですけども、これはある意味、

確かにこの図に示されたのはある一定の事業形態に関してそうなんだと思うんですけれど

も、これはさすがに規模とか事業形態、例えば極端な場合住宅用だと思うんですけれども、
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そういうようなものとか建物設置でも所有者の意識が高くなったりということがあって、

ちゃんと認定事業者の責任がそこが明確化できるかというのは、少し事業形態別とか規模

別には考えなきゃいけないなというふうには思っています。 

 それについて小規模とか発電事業者というのがなかなか呼びづらい事業形態というのも

あると思うんですけれども、その辺りについてはどういうふうにお考えかというのはお聞

かせいただければと思います。 

 また現行、発電事業者とＥＰＣにおいてどういような契約形態が、事業形態別だとは思う

んですけれども、一般的に行われているかというのを教えていただければと思います。 

 あと他の団体に関して風力と水力はほぼ同じような話なんですけれども、風力のほうで

は８ページ目のところで、許認可のタイミングですけれども、リードタイムと事業開始プロ

セスの見通しの悪化という２つの観点があると思っていて、許認可が後ろに来ることがリ

ードタイムを長期化させるのが問題なのか、それはＦＩＴ・ＦＩＰの認定申請もある程度時

間が掛かって入札になるでしょうから時間が掛かることが問題なのか、それとも認定が後

ろに倒れることで価格のタイミングが遅れて調達価格とか基準価格が変わることの事業へ

の予見性が見えなくなるのが問題なのかというところで、どちらが主として考えられてく

るのかを教えていただければと思います。 

 水力発電の 15ページ目にある、これも他の方からもありましたけれども、許認可が融資

審査においてそっちのほうが重要なんじゃないかというふうに読めるんですけれども、こ

こでの問題は許認可とＦＩＴ・ＦＩＰの事業認定が並列にできなくなることでシリーズに

なって、リードタイムが延びることが問題なのか、それともやっぱり調達価格とか基準価格

が右下の 180 日以上あるというのも同じかと思いますけれども、そういったものが変わる

ことが問題なのかというのをちょっと教えていただければと思います。 

 あと２つだけ。那須塩原市さんと山梨県さんに同じですけれども、それぞれの条例に関し

ては申請のタイミングがいつなのか、ＦＩＴ・ＦＩＰの認定時と各種土地規制許可とのタイ

ミングとの関係をもう少し教えていただきたいのと、処理できる件数というのがそれぞれ

の想定として何件ぐらいだと年間できるのかというのも教えていただければと思います。 

 最後に山梨県さんの違反事例なんですけれども、林発の許可内容の話で売電が継続だっ

たというのがあるんですけれども、これは林地開発の完了検査は終わっていなかったのか、

それとも終わっていたけれども見逃されていたのかというところを教えていただきたいの

と、そもそも許認可がないと運転開始ができないという制約がなかったんだろうと思いま

すけれども、これは使用前自己確認とか使用前自主検査が掛かるような案件だったのか、そ

れがもし掛かっていたとすればチェックできなかったのかということが分かれば教えてい

ただければと思います。 

 長くなりましたけれども以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございました。それでは圓尾委員どうぞご発言ください。 
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○圓尾委員 

 圓尾です。聞こえますでしょうか。 

○山内座長 

 はい。聞こえております。 

○圓尾委員 

 まず太陽光発電協会の９ページ、皆さんご指摘のところです。私自身も金融業界にいます

けれども、意味が分かりません。関係法令の許認可を取得すると事業予見性も高まり、資金

調達の障害も低くなると考えるのが普通じゃないかなと思いますが、こうおっしゃってい

る理由を詳しくお聞かせください。特に一番下に書いてあるように、期限内に許認可が取得

できなければ取り消すというようなことが条件として付いたら、むしろ資金調達がやりに

くくなるのではないかと思いました。 

 それから 10ページ。私これを見て、ＪＰＥＡさんは太陽光事業者が違反することを前提

に物事を考えているのかと驚きました。小水力の方がおっしゃっていたように、違反事例は

取り締まってくれというのが私は普通の感覚だと思います。やはり違反したら直ちに交付

が留保されるという厳しい措置があって、違反を抑制する効果も十分に出てくるのだと思

いますし、このように一定の猶予を設ける発想では、山梨県さんとかご指摘にあったような

違反事例をむしろ誘発してしまうと思っています。 

 それから 14ページ。これも何人かの方からご指摘がありました。これはＪＰＥＡさんの

事務局資料の読み間違いなんじゃないかという気がします。まさに左のほうに書いてあり

ますが、説明会の開催に限ったわけではなく「等」と付いていますよね。説明会が中心にな

るでしょうけれども、とにかく地元への周知をきちっとすることを義務化しようというこ

とであって、説明会そのものの義務化ではないと私は読んでいたのです。そういう理解でい

いのではないでしょうか。お聞きしたいのは、なぜ説明会を義務化するのを嫌がるのです

か？ということと、であるならば具体的に今まで説明会以外できちっとコミュニケーショ

ンが地元と取れて円滑に進んだのはどんな事例なのか、どういうことを行われたのかをお

聞きしてみたいと思います。 

 それから 16ページ。これも事業譲渡の時に、例えば、過去こういう経緯で地元とコミュ

ニケーション取ってきました。こういうことを継続的にやってます。こういうことを事前の

約束でやっています。とか、地域共生という意味で必要なことをきちっと事業譲渡の時に伝

えていくのは最低条件ではないかと思います。これを規制強化と書かれているのが非常に

違和感あります。その下に書かれているように、例えば回覧板などで実際今までトラブルが

ちゃんと防げていたのかをお聞きしたいと思います。 

 それから 17ページのところは、委託先に関係法令遵守の義務を負ってもらうのは、それ

はそのとおりだと思います。けれども、委託元の責任はここには書かれていない。どうお考

えなのかをお聞きしたいと思います。 

 それから風力に関して、まず７ページに関して意見ですが、関係法令の許認可取得という
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そのタイミングによってリードタイムが長期化するというのはあるかもしれません。ただ、

やはり地域共生をきちっとやりトラブルなく円滑にいろんな事業が進んでいくということ

があって再エネの主力電源化が当然進んでいくわけで、どっちが大事という話ではないと

思うのです。長期化が問題だということで地域との共生を犠牲にしていいという話では決

してないので、これもどこかの団体がおっしゃっていましたけれども、バランスの問題だと

思います。ですからこれの中程に書いてあるような対応を取ることによって「導入拡大が阻

害される」という表現に私も違和感があります。 

 ８ページのところ、これも何人かの先生がご指摘になっていましたけれども、もし許認可

取得が事前申請要件となった場合、どういうような運用の変更をすれば実務が機能するの

かをお伺いしたいと思います。 

 それから 17ページです。ここもコミュニケーションを十分取っているという説明だと思

うのですが、ただ一方で、陸上風力に関していろんなトラブルが今起きてきているのも事実

だと思います。ここには、たぶん十分だという書き方と読めたのですが、どんなプロセスを

経てどんな手法でコミュニケーションを今取っていらして、トラブル回避に有効な手法が

どういうことがあるのかということをぜひご紹介いただきたいのと、それから本当に何も

追加的なことをしなくても今後トラブルが出ないと考えていらっしゃるのか、その辺りも

ご意見を伺いたいと思います。 

 以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございます。それでは次に桑原委員どうぞ。 

○桑原委員 

 ありがとうございます。聞こえますでしょうか。 

○山内座長 

 はい、大丈夫ですね。聞こえています。 

○桑原委員 

 ありがとうございます。事業者団体の皆さまご説明ありがとうございました。他の委員の

方からの質問で、私もご質問したい点と重なっているところがありますので、手短に何点か

申し上げたいと思います。 

 まず太陽光のところでございますが、９ページのところで、他の委員の方もいろいろおっ

しゃっていましたけれども、私もこの事業性のところで優良な事業者にとって足かせとな

るというところがなかなか理解できないなと思っております。ここで関係法令の許認可取

得を申請要件とするというところは、私の理解では全ての許認可取得を申請要件とすると

いう話というよりは、今後の議論だとは思いますが、例えば土地造成の安全性の確保あるい

は防災といった地元にとっても非常に重要性の高いもの、こういうものを申請要件とする

ということが主眼なのではないかと思っております。そうした安全性・防災そういったもの

で重要な許認可を取得するということを申請要件とするのがなぜそこまで足かせというふ
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うにおっしゃるのだろうかというところでございます。 

 ここで事業予見性や資金調達とおっしゃっていますけれども、例えば資金調達にしても

当然必要な許認可の取得というのは融資実行の前提条件になるはずですので、資金調達と

いうところもよく分からないところです。 

 要はＦＩＴ・ＦＩＰの賦課金の額が長期的に低減傾向にある中で早い段階で賦課金の額

を固めて事業性を確保した上で少し時間の掛かる許認可取得の手続き等に進みたいという

ことをおっしゃっているのかなというふうにも、ちょっとうがった見方かもしれませんけ

れども、見えてしまうのですが、つまり、そのほうが事業性の確保がしやすいから事業者に

とってはそれが有利だというご発想があるかもしれないのですが、さっき申し上げたよう

に、安全性とか防災とかの観点で重要な許認可の話をしている中で、本当にこれを申請要件

とすることで事業者側が対応ができないのか、そこをもう少ししっかりご説明をいただき

たいと思います。 

 代替的な手法ということで使用前自己確認の報告という話をされていますが、これは自

主的な報告ということで、重要な安全性の問題の下で事業規律として十分なのかなという

のが疑問に思われるところですし、それから最後のところに書いてある認定取り消しを使

えばいいではないかというのも、これも実際はなかなか発動が難しいという面があるので

はないか、あるいは紛争になったりすることもあるのではないかというのも懸念されるの

で、まずは申請要件が本当に問題になるのか、申請要件にすることで本当にそこまで問題に

なるのか、事業者側としても歩み寄って建設的に対応する余地がないのかというところを

もう少しお考えいただけないものかなと思いました。 

 次に風力のほうですけれども、これは他の委員の方からも指摘がございましたが、要は電

源ごとで風力は例外的に扱ってほしいというメッセージが強く出ているように思いました

が、今申し上げたような安全性確保のために必要な許認可について他の電源と別に考える

合理的な理由・正当な理由が見当たらないように思っております。ご説明の資料の中でも別

に扱うだけの理由も見えていないように思っておりますので、今話をしているのは地域と

の共生のために安全性や防災の観点で非常に重要な規律の話をしているのだということを

踏まえてのご発言なのか、正直言って疑問に思っているところでございます。 

 それから８ページのところで、これも皆さんおっしゃっておられた、実態としては環境ア

セスが終わらなければ申請ができないということが書いてありますけれども、法的にそれ

ができないということではないのではないか、他の委員の方からもあったように、もう少し

ご説明が必要ではないかと思っております。 

 それから 17ページのところで、「引き続き現行制度下での指導等を行っていただきたい」

とありますが、これは、現行制度で十分やっているから、いいではないかとおっしゃってい

るのかなと受け止めましたが、むしろ現行制度の中でも自主的に適切なコミュニケーショ

ンを図っているとおっしゃるのであれば、制度的に整備していくことが実質的に問題にな

るとは思われないので、何か現行制度の下でなければいけないというような理由があるの
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であればご説明をいただきたいと思います。 

 それから次に水力のところでございますが、これも皆さんがおっしゃっていたところで、

融資交渉のところの説明が私も非常に分かりにくいと考えておりまして、ＦＩＴ・ＦＩＰの

認定が前提という話になっていますけれども、結局最終的に融資を実行するためには全部

これらがそろわないといけないはずで、その前段階で金融機関とお話をされるというのを

同時並行で進めることが難しいというのであれば、それは運用面で何か解決できるのでは

ないかという気もするところでして、ここももう少しご説明をいただきたいなと思いまし

た。 

 また 180 日ルールというのも私もよく分からなかったので今後これが何なのかというの

もご説明いただけるとありがたいと思います。 

○山内座長 

 ありがとうございました。それじゃあ高村委員どうぞ。 

○高村委員 

 ありがとうございます山内先生。もう既に多くの委員のご質問・ご意見出ましたし、時間

もあると思いますので、重複はしないようにしたいと思います。 

 １点目ですけれども、こちらはどちらかというとコメントといいましょうか感想ですけ

れども、適正な規律が主力電源化あるいは長期電源化に必要であるということと、しかし合

理的な範囲を超えた事業制約とならないということは少なくとも複数の委員がおっしゃっ

ていたと思います。先ほど神山委員がアセスメントと認定との関係で大変興味深いという

かご発言があったと思うんですけれども、恐らく適正な規律の強化をしっかりしながらし

かしこの間再エネ事業者の皆さんがやはり苦労されてきたところ、さまざまな複数の多く

の許認可手続きに掛かる時間と事業との事業形成においてそれをどう対処するかという点、

苦労されてきたのは了解をしていまして、そういう意味で必要な適正な規律の強化と特に

ここで言いますと関連法令の許認可の在り方という意味でいくと、関連する許認可の効率

化ということも併せてやはりやっていく必要があるのではないかというふうに思います。 

 １つこれは全ての団体に対してでございますけれども、今認定取得前の関係法令の許認

可の取得という文脈で書かれているんですけれども、前回の検討会でも申し上げたと思い

ますし、あるいは桑原委員も今直近に発言されましたけれども、恐らく関わる多数の許認可

の全てではなく特に土地開発に関わる許認可の認定前取得ということを念頭にしていると

思います。ご質問はそういう、それでもあんまりはっきりしないかもしれませんが、土地開

発に関わる許認可を認定前取得とした場合に、どこが一番問題になるのか、これは他の委員

からもご質問があったかと思います。 

 もう１つはしかし適正な規律との関係で、こうした許認可、例えば一定の条件を付けるで

ありますとか、あるいは一定の条件というのは特にやはり問題がある地域とそうではない

地域と自治体が一定の区分をしたような場合の取り扱いに差を設けるとか、一定の何かソ

リューションと言いましょうか、うまく調整バランスができるようなアイデアをお持ちか
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どうかということをお尋ねしたいと思います。 

 ２点目ですけれども、これはＪＷＰＡさんにお尋ねです。スライドの 17枚目だと思うん

ですけれども、「資源エネルギー庁ＨＰに 46件の『懸念』が風力発電に関して寄せられてい

る」というふうに書いてくださっていると思います。これは具体的にはどういう点が懸念と

して寄せられているか、事務局にもお尋ねすることかもしれませんけれども、実際にＪＷＰ

Ａさんのところでどのような事案があるのかということについて、どのような事案があっ

てそれに対してどういう対応が必要というふうに考えていらっしゃるのかという点につい

てお尋ねをしたいというふうに思っております。これは現に寄せられている事案だと思い

ますので、お尋ねであります。 

 それと事務局に対して最後ぜひお願いをしたいのは、今日さまざまな発電源との関係で

も関連する法令あるいは手続きというのが複数・多数あるということを改めて感じました。

恐らくこういう典型的なプロセスをある程度事業者、今日この後お答えがあるかもしれま

せんけれども、事業者あるいは事業者団体と整理をしていただけないかというのが１つで

す。それに伴って想定をしている規律強化についてどういう課題があるのか、あるいはどう

いう利点があるかという議論にそれは資するんじゃないかと思います。 

 事務局への２つ目のお願いは、今回バイオガスを中心とした発電事業者の団体からお話

をいただいたと思うんですが、この間特に地域との関係でいくと大規模なバイオマス発電

のトラブルを耳にすることがございまして、今バイオマスさまざまな発電源の団体がある

と思うんですけれども、実際の地域との関係で他の発電形態についてヒアリング等情報を

得る必要がないかという点についてご検討いただきたいと思います。 

 最後ですけれども、やはり今日１つの論点はファイナンス、これはたぶん事業者団体の人

たちの懸念でもあると思うんですが、ファイナンスの点です。圓尾委員もいらっしゃるとこ

ろで恐縮ですけれども、先ほど小水力のほうからもあったように主にファイナンスを付け

ていらっしゃる銀行、地銀・信金レベルのファイナンスの実務を少しやはり見ていただく必

要があるのではないかというふうに思っております。どういう条件がファイナンスの条件

になっているのか、特に認定がどういう取り扱いになっているか、許認可がどういう取り扱

いになっているかという点です。 

 以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございました。すいません、ちょっと時間があれなので、一応九州電力の松本

オブザーバーにご発言を簡単にいただいて、その後ご回答ということにしますが、時間の関

係についてちょっと後で相談させていただきます。それでは松本オブザーバーどうぞ。 

○松本オブザーバー 

 九州電力の松本でございます。手短に申し上げます。ＦＩＴ買い取り事業者の立場に加え、

多くの再エネを受け入れている、かつ自然災害も多いエリアの事業者として、さらにはグル

ープに再エネ事業者を抱えている立場から申し上げます。 
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 各事業者団体の説明を聞いて真面目にやっておられるという事業者がほとんどだと認識

をしております。一部の不適切な事業者の行動をどう防止する、改善していくかというのが

テーマだと認識しております。認可取得とそれから地域共生について話しますけれども、認

可取得について不安があるあるいは未定の案件というのは事業予見性がなくかつファイナ

ンスも付かないというのが実態だと思います。そして系統側から申しますと、系統側では

個々の事業者の許認可取得状況は難しいので送配電線の建設の後に、運開前直前とか運開

後に許認可取得不可でキャンセルになるというふうな恐れもあります。そういうふうな点

を勘案しますと申請時点で許認可取得を確認するということには一定の合理性があると思

います。事後確認が大丈夫であれば今のような問題は生じていないのではないかと考えま

す。 

 次に、現状では多くの優良な再エネ事業者が一部の不適切の行為のために迷惑を被って

評価を落としている状況だと思いますので、実際には各種許認可を取得してあるいは取得

のめどが付いてからＦＩＴ・ＦＩＰ申請する事業者も多数います。そこで許認可取得を要件

とする場合においても地域共生や各種法令順守、許認可で多くの実績がある事業者につい

ては優良事業者として認定し、優良な事業者の場合は許認可を申請中であればＦＩＴ・ＦＩ

Ｐの認定の要件を満たすとして扱うこともあってもよいのではないかと思います。そうす

れば再エネの拡大も多くの優良事業者によって進むと考えられます。 

 実際には促進と規制のバランスというのは非常に難しいんですけれども、太陽光発電協

会様がおっしゃっていたように、地域との共生なくして持続的な事業はないと考えますの

で、持続的な再エネ事業を推進するためには適切な規制を容認するのはやむを得ないと考

えます。 

 いずれにしろ、地域共生については地域の今日ご発表のあった現状を考えますと、法令改

正までいかないにしてもきちんとガイドラインに記載する、あるいは望ましい事例も入れ

て地域共生編として別立てするとか、そういった対応策が必要かと思います。 

 発言は以上です。 

○山内座長 

 ありがとうございました。 

○能村新エネルギー課長 

 座長、事務局ですけれども、少しお時間も迫ってございますので、この場で各団体の方か

らご回答いただけるところは回答いただきまして、それ以外のところはちょっと事務局の

ほうに書面でご回答いただいて次回事務局のほうから委員の方々にご報告させていただく

ようなそういう段取りでもよろしいでしょうか。座長、よろしくお願いします。 

○山内座長 

 実は同じことを提案しようと思っていたんですけれども、特に事業者の方からご回答い

ただく時に複数の委員の方から出た質問がありますけれども、これについて重点的に簡単

に説明していただいて、それで後は書面ということで。書面については事務局でまとめてい
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ただいて大変恐縮ですけれども事業者の方にご回答いただいて、またそれを次回の委員会

の前に委員の中で共有したほうがいいのではないかなというふうに思います。その手続き

でお願いできればと思います。 

 それでは事業者の方から、もう時間ですけれども、少し延長をお許しいただいて今の重点

的なところだけご回答いただければと思います。まずは太陽光のほうからお願いしたいと

思います。 

○太陽光発電協会 増川部長 

 太陽光発電協会の増川でございます。音声大丈夫でしょうか。 

○山内座長 

 はい。大丈夫です。 

○太陽光発電協会 増川部長 

 それでは９ページについて非常に皆さんからご指摘・コメントがありました。そこについ

てまずはお答えしたいと思います。 

 ここで申しておりますのは関連法令の許認可を取らなくても事業ができるということを

言っていることでは全くなくて、これは当然のことながら取らないとちゃんと開発行為に

は進めないというのは当然でございまして、私どもが申し上げたのは順番の問題でござい

ます。順番の問題としてＦＩＴあるいはＦＩＰの認定申請についてはできるだけ早い段階

でできるようにしていただきたいというのが我々のお願いでございます。 

 これは許認可手続き、それからＦＩＴの申請も含めてこれは全て同時並行的に進めるわ

けでして、リードタイムの面からもそれをシリーズでやっていくと非常に長い時間が掛か

るということで、できるだけ同時並行で進めて期間を短縮できるだけ早いだけ段階で運転

開始をいたしたいというのがまず１点目。 

 それから２つ目が事業予見性それからこれは資金調達の面と同じなんですけれども、事

業予見性で一番重要なのは価格――売電単価の確定でございます。これがないと事業収入

がどうなるか全く見通せないと。特にＦＩＴ・ＦＩＰの場合は価格が決定してしまいますと

他の電源――火力とか燃料価格が上昇した分は価格転嫁で、そういう価格転嫁するすべが

あるわけですけれども、ＦＩＴ・ＦＩＰはそういうものが全くないと。いくら収入になるの

か全く分からない状況でなかなか事業を進める、それに対して許認可手続きを含めて多く

の人材を投資したり、あるいは金融機関様との交渉においても収入が確定していない中で

交渉に応じてくれる金融機関がどれだけあるかと非常に我々不安に思っておりまして、ま

ずはできれば収入をある程度確定させた上で時間の掛かるであろう法令もその辺の手続き

を万全の体制で進めたいということが一番でございまして、そのために順番としては許認

可が必ずしも取れていなくても申請してある程度まで価格は確定しておくということが重

要かと思います。 

 これにつきましてはＦＩＴ・ＦＩＰでなくても同じでありまして、非ＦＩＴ、コーポレー

トＰＰＡとかもありますけれども、これにつきましても需要家様の 10年間なりいくらで買
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い取ってもらえるというのが確定しないとなかなか先に進めない、それが分からない限り

は全く収入が分からない中いろんな手続きを進めるということは非常に逆にそちらのほう

がリスクを伴いますので、優良な事業者であればあるほどそこをちゃんと確定させた上で

しっかり許認可を取って地域と共生した事業を進めると、そういうことかと思います。 

 取りあえずそれが、よろしいでしょうか。 

○山内座長 

 ありがとうございます。その他の点で何かあれば、書面でよろしいですか。 

○太陽光発電協会 増川部長 

 書面で回答させていただきます。よろしくお願いします。 

○山内座長 

 はい。ありがとうございます。では続いて風力発電協会お願いします。 

○日本風力発電協会 齋藤理事 

 風力発電協会でございます。聞こえていますでしょうか。 

○山内座長 

 はい。聞こえております。 

○日本風力発電協会 齋藤理事 

 ありがとうございます。委員の皆さまからさまざまなご意見をいただきましてありがと

うございます。私どもの資料に対しては複数ご意見をいただいたのは資料の８ページとそ

れと 17ページのほうで複数いただいたと承知をしています。もうお時間も限られていると

いうことなのでいずれの内容も書面で回答差し上げたほうがよろしいかというふうに考え

ましたのでそのようにさせていただければと思います。 

 １点だけ、高村委員のほうから資料 17 ページで懸念が 46 件、この具体はどのようなも

のなのかというご質問なんですが、こちらについては資源エネルギー庁様のほうに寄せら

れた懸念だと承知していて私どものほうで具体的な内容は把握しておりませんので、ぜひ

資源エネルギー庁様のほうからもわれわれも共有いただけると今後に生かせるかなと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございます。それでは地熱協会お願いいたします。 

○日本地熱協会 後藤理事 

 私どものほうには松本先生から１件、ガイドラインについてコメント、ご質問だったかも

しれませんけれど、ございました。私どもこのガイドラインと書いたのは実は自然公園内の

調査開発をする場合に環境省から国立公園内における地熱開発の取り扱いという通知がご

ざいまして、その中で公園の中で調査を開始する場合は優良事例の形成が必要だと、その優

良事例の形成の要件の中に協議会等による住民とか自然保護団体、温泉事業者等のステー

クホルダーとの対話を通して共生を図っていくということがございますので、公園の中で
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はこういうことを今やってきております。ただ、私個人的と言いますか経験上、このやり方

というのは非常に有効だというふうに考えておりまして、公園の中だけでなくて一般の公

園外の調査地域についても当てはめるといいのではないかというふうに思って書かせてい

ただいております。基本的には急がば回れということで、やはり地域との共生を図る上では

こまめにしっかりとコミュニケーションを取っていく必要があると思っております。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございます。それでは小水力利用推進協議会お願いいたします。 

○全国小水力利用推進協議会 中島事務局長 

 ありがとうございます。私どもにいただいた問題点はたぶん２点に整理できると思って

おりまして、１つ目は今ここで口頭の回答でよろしいかと思っております。もう１点につき

ましては後日整理して文書でということにしたいと思います。 

 １点目というのは、私のたぶん説明が不十分だったと思うんですけれども、180日ルール

を含む現行制度について私どもがどう考えているかについてなんですが、われわれが現行

制度をもっと緩和してくれと申し上げているのではなく、神山委員のお言葉を借りれば現

行制度がおおむね最適値であってこれを継続していただきたいということを申し上げてお

ります。そのことについてもしかしたら誤解があったと思いますので、それは今のとおりだ

ということをご理解いただければと思います。 

 その上でご議論の中に、いや現行制度のままではなくて全ての行政手続きが終わってか

らＦＩＴ・ＦＩＰの申請に入るというふうに強化したほうがいいというお話がたぶんあっ

たと思いますので、これに対する考えは少し長くなりますので、文書で回答差し上げたいと

思います。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございました。次は有機資源協会お願いします。 

○日本有機資源協会 柚山専務理事 

 日本有機資源協会です。私どものスライド８に対しまして松本委員からコメントがあり

ました。長期電源になるための何らかの支援を望む声とはどういうものかということです。

メタン発酵バイオ型発電、あるいは国産バイオマス発電というのは基本的にもう既に地域

の社会インフラになっているようなものだと思います。ＦＩＴ・ＦＩＰ終了後におきまして

も農林業の発展あるいは地域の産業政策、廃棄物の適正処理の観点から事業が持続的に成

立するような支援を期待するところです。またアグリゲーターとか地域新電力との連携、さ

らにバイオマス発電の場合は熱が利用できるわけですけれども、地域の熱利用とのマッチ

ング辺りも期待するところです。 

 それからこれは大量小委のほうでの議論になろうかと思いますけれども、会員の声とい

たしましてはローカル系統のノンファーム型接続に関しまして優先給電ルール、これから
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議論されますけれども、安定して電気を作るということができるバイオマス発電につきま

しては長期固定電源としての取り扱いをお願いしたいというような声もございます。 

 次に神山委員からのご指摘・コメントですけれども、私も委員と同じ記事を見ておりまし

た。宇宙から牛のげっぷの排出量をモニタリングするというものです。牛のげっぷというの

は避けられないものでありますけれども、農林水産省様のほうで牛のげっぷメタンの排出

を抑制するような研究開発も行われると聞いております。メタン発酵の場合はトータルシ

ステムとして二酸化炭素の排出についてはカーボンニュートラルという特性上ちゃらにな

ろうかと思いますけれども、一連のシステム、特にバイオ液肥を農地利用しようと思ったら

その過程でメタンだとか酸化二窒素を排出するという局面もございます。そういう排出を

最小限にするというようなことを技術的にもあるいはいろいろな取り組みの中でも行って

温室効果ガス削減に真に貢献できるような発電事業にしたいと思っております。コメント

ありがとうございました。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございました。それでは那須塩原市お願いいたします。 

○黄木オブザーバー 

 ２つ大貫委員と大関委員から合計２点ずつ４点質問があったので長くなっちゃうので書

面にしますか。 

○山内座長 

 すいません、そうしたら書面でお願いしたいと思います。ありがとうございます。山梨県

はいかがでしょう。 

○雨宮オブザーバー 

 簡単に説明させてください。まず条例制定に当たり苦労した点ですけれども、これは特に

財産権の侵害等について本県の条例の場合、既存施設についても対象といたしましたので

それについてどういうふうに法解釈するかということについて苦労した点が代表的かと思

います。 

 次に国に対する要望ですけれども、これはまさに関係法令、許認可の在り方についてどう

いうふうに連携を今後していくのかということを要望をしておりますし、これからもして

いきたいと思います。 

 最後に条例の実効性の担保ということでうまく機能しているかどうかですけれども、今

のところ既存施設の土地開発中の案件について条例上の改善勧告を１件したことがござい

ます。それは個別法の林地開発許可の改善命令と併せて行ったわけでございますけれども、

条例が土地開発段階だけでなくてその後の維持管理あるいは廃棄・廃止の段階まで踏まえ

た条例ということも踏まえて抑止的な効果が働いているのではないかなというふうに考え

ております。 

 次に大関委員のほうから幾つか質問をいただきました。申請のタイミングですけれども、
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特に条例の申請の中で他法令との関連ということはうたっていませんけれども、どのよう

な法令の許認可が必要かということはチェックすると同時に、条例の許可をする段階では

同じ山梨県知事との間では整合性を図るようにしております。具体的には林地開発許可の

場合には許可のタイミングと条例の許可のタイミングは同一にする、申請のタイミングは

同時にしていただくということにしております。加えて環境アセスについては条例の申請

前にしていただく必要があるというふうに思います。 

 次に処理件数ですけれどもこれは実績だけ申し上げますと…… 

○山内座長 

 すいません、雨宮委員ちょっと時間があれですので、また細かいところは書面等でご回答

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○雨宮オブザーバー 

 分かりました。ありがとうございます。 

○山内座長 

 ありがとうございました。すいません、時間が司会不手際でなくなってしまいました。大

変失礼いたしました。事務局のほうに神山委員から金融関係のこと、それから高村委員から

プロセス整理等についてご指摘ありましたが、これ事務局いかがですか。その他含めてコメ

ント言っていただければと思いますけれども。 

○能村新エネルギー課長 

 事務局でございます。ファイナンスの実務の観点とあと関係する法令、あと大規模バイオ

マスの関係など含めまして事務局のほうで把握するかもしくはヒアリングという形でやる

のか、これについては特にファイナンスと大規模バイオマスについてはちょっと座長とも

相談の上、進め方は検討したいと思います。関係法令のところについては事務局のほうで整

理をしてまた事業者の方々にも必要に応じて相談してやっていきたいと思います。あと、エ

ネ庁のホームページに載せられているところについては次回またご報告したいと思います。 

 以上でございます。 

○山内座長 

 ありがとうございます。ということで質問の残りの部分については書面回答ということ

で情報共有したいと思います。次回についてはいかがでしょう。 

○能村新エネルギー課長 

 次回につきましても経産省のホームページでまたご案内させていただきたいと思います。

月明けになってしまいますけれども 11月またよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

３．閉会 

 

○山内座長 
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 ありがとうございました。本日の会議は時間が過ぎまして大変失礼をいたしましたがこ

れをもちまして閉会とさせていただくことになります。 

 ご多忙中のところ長時間にわたって熱心にご議論いただきまして誠にありがとうござい

ました。  

 


